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家屋を取得された方へ 
～ 固定資産税・都市計画税と家屋評価 ～ 

 

１ 固定資産税・都市計画税とは？ 

 固定資産税・都市計画税は、土地・家屋などの価値に着目し、その所有者に課税される市税です。 

 なお、都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋に課税され、都市計画事業などの費用の一部にあてることを

目的とした税金です。 

 

２ 固定資産税・都市計画税を納める人（納税義務者）は？ 

 

（１）毎年、１月１日現在に土地や家屋を所有している人です。 

   したがって、１月２日以降に売買等で所有権の移転や家屋の取り壊しを行った場合でも、その年度は全額

課税されることになります。 

 

（２）家屋を取り壊した場合（滅失）の届け出について 

  ①登記家屋  ・・・ 物件所在地管轄の 法務局（千葉市内の物件は千葉地方法務局） で滅失登記 

   滅失登記をする場合でも、手続きが遅れるときは、市税事務所資産税課へ家屋滅失届出書を提出してくだ

さい。 

  ②未登記家屋 ・・・ 市税事務所資産税課 へ滅失届出 

   手続きに必要なものは、「家屋滅失届出書（用紙は市ホームページからダウンロードまたは市税事務所資産

税課窓口にあります。）」、「建物取り壊し証明書または解体証明書」及び解体業者の「印鑑証明（写）」です。 

 

３ 家屋の評価方法は？ 

 

 総務大臣が告示する『固定資産評価基準』に基づき、対象家屋の建築に要した資材、施工量、施工程度を調査

し再建築価格（この建物と同一のものを現在その場所に建築した場合に要する建築費）を求め、建築後の経過年

数によって生ずる損耗等による減価を考慮し、さらに評点１点当たりの価額を乗じて算出したものが評価額です。 

 したがって、評価額は実際の建築費用または取得費用により決定するものではありません。 

 

４ 固定資産税・都市計画税の税額の算出方法は？ 

 

 原則として上記３で求めた評価額を課税標準額とし、税率を乗じて税額を算出します。 

 

（計算式）  固定資産税の税額 ＝ 課税標準額 × 税率１．４％ 

       都市計画税の税額 ＝ 課税標準額 × 税率０．３％ 
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５ 価格の決定と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について 

 

 前頁の方法により評価された家屋は３月３１日までにその価格が決定され、固定資産課税台帳に登録されます。 

 この課税台帳に登録した価格により縦覧帳簿を作成し、毎年４月１日から４月３０日まで（４月３０日が土、

日、休日の場合は翌平日まで）の間、家屋が所在する区を管轄する市税事務所及び市税出張所において縦覧帳簿

を納税者の方々にお見せします。これを家屋価格等縦覧帳簿の縦覧といいます。 

※縦覧等についての詳細は市政だよりにてお知らせします。 

 

６ 課税内容について 

 

 納税通知書に家屋の所在、種類構造、床面積、評価額、課税標準額、税額等を記載した課税明細を添付または

別送しておりますので、ご自分の資産内容をご確認してください。 

 

７ 固定資産税の減額制度について 

 

（１）新築された認定長期優良住宅の減額 

 下記の要件を満たし、平成２１年６月４日以降に新築された認定長期優良住宅（「長期優良住宅の普及に

関する法律」に基づき、千葉市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行った住宅）は、      

新築した翌年の１月３１日までに、所定の書式（用紙は市ホームページからダウンロードまたは市税事務所

資産税課窓口にあります。）に必要書類を添えて申告することで、５年間（耐火、準耐火構造で３階建て以上

の建物は７年間）固定資産税額が２分の１に減額されます。 

なお、都市計画税は減額の対象とはなりません。 

 

（２）新築住宅の減額 

   下記の要件を満たした新築の住宅で、（１）の減額を受けていない住宅は、３年間（耐火、準耐火構造で 

３階建て以上の建物は５年間）固定資産税額が２分の１に減額されます。 

なお、この場合の手続きは不要です。また、都市計画税は減額の対象とはなりません。 

  ア 居住部分の割合要件 

  居住部分の床面積割合が当該家屋の２分の１以上であること 

  イ 居住部分の床面積要件 

  〇令和 8 年 3 月 31 日以前に新築した場合     〇令和 8 年 4 月 1 日以降に新築した場合 

対象となる住宅 居住部分の面積 

専用住宅と 

併用住宅 

40 ㎡以上 240 ㎡以下 

賃貸共同住宅 

（アパート） 

独立した１区画が、 

40 ㎡以上 240 ㎡以下 

 

※床面積については住戸単位で判定します。 

   上記（１）、（２）とも減額対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分（居

住部分）だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは、減額の対象となりません。 

   なお、住居として用いられる部分の床面積が１２０㎡までのものはその全部が減額対象に、１２０㎡を超

えるものは１２０㎡に相当する部分が減額対象になります。 

対象となる住宅 居住部分の面積 

専用住宅と 

併用住宅 

50 ㎡以上 280 ㎡以下 

賃貸共同住宅 

（アパート） 

独立した１区画が、 

40 ㎡以上 280 ㎡以下 
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（例）新築住宅の固定資産税・都市計画税額計算 

 

 

 固定資産税とは土地・家屋・償却資産を総称したものをいいますが、ここでは家屋のみを例として計算します。 

 

 所有家屋 

・構 造 ・・・ 木造２階建 

・建 築 年 ・・・ 令和 8 年 4 月１日 

・床 面 積 ・・・ １５０㎡ 

・課税標準額 ・・・ １４，２５０，０００円（１㎡当たり９５，０００円） 

 

１）減額要件 

居 住 割 合 居住部分の床面積が建物全体の１／２以上 

床 面 積 居住部分の床面積が４０㎡以上２４０㎡以下 

減 額 割 合 １／２ 

軽 減 期 間 ３年間 

そ の 他 １２０㎡を超えるものは、１２０㎡に相当する部分が減額対象 

 

２）減額措置の適用について 

 ① 床面積要件 

   事例の家屋の床面積は１５０㎡であり、４０㎡以上２４０㎡以下のため適用されます。 

 

３）減額される額 

   １４，２５０，０００円 × １．４％ × １２０／１５０㎡ × １／２ ＝ ７９，８００円 

 

４）税額 

 ① 固定資産税 

   １４，２５０，０００円 ×    １．４％ ＝ １９９，５００円（減額前の税額） 

      １９９，５００円 － ７９，８００円 ＝ １１９，７００円（減額後の税額） 

 ② 都市計画税 

   １４，２５０，０００円 ×    ０．３％ ＝  ４２，７５０円 

 

５）年税額 

 ① １～３年目  １１９，７００円 ＋ ４２，７５０ ＝ １６２，４５０円 

 ② ４年目以降  １９９，５００円 ＋ ４２，７５０ ＝ ２４２，２５０円 
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（３）住宅用地の特例 

   住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 

 

① 小規模住宅用地 

・２００㎡以下の住宅用地（２００㎡を超える場合は住宅１戸あたり２００㎡までの部分）を小規模住宅 

用地といいます。 

・固定資産税の課税標準額は６分の１になります。 

② その他の住宅用地 

・小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。 

・固定資産税の課税標準額は３分の１になります。 

 

 また、都市計画税が課税となる市街化区域内の住宅用地については、都市計画税の課税標準額が 

 

         小規模住宅用地  ３分の１ 

                           に減額になります。 

         その他の住宅用地  ３分の２ 

 

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。 

 （ただし、家屋の延床面積の１０倍が上限です） 

 

 家   屋 居住部分の割合 住宅用地の率 

イ 専用住宅 全  部 １．０   

ロ ハ以外の併用住宅 ４分の１以上２分の１未満 

２分の１以上 

０．５   

１．０   

ハ 地上５階建以上の 

耐火建築物である併用住宅 

４分の１以上２分の１未満 

２分の１以上４分の３未満 

４分の３以上 

０．５   

０．７５  

１．０   

 

   ※併用住宅：住宅と店舗、事務所等の非住居部分が混在する家屋 

 

 

８ 市税の納付について 

 

  市税のご納付は、ご指定の金融機関の口座から納期限の日に自動的に引き落としする便利な「口座振替」を

おすすめしています。 ※納税通知書に同封の専用申込みはがき等によりお申込みできます。 

  詳しくは、市ホームページ（下記）か、千葉市税務事務センター（電話番号（０４３）２４５－５１０９）

までお問い合わせください。 

 

  千葉市口座振替ホームページ  千葉市 口座振替  で検索 

  https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/nozei/kouzanogoannai.html 
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９ その他の税 

 

 家屋を新築すると、登録免許税（国税）や不動産取得税（県税）が課税されますが、様々な減額制度や所得税

（国税）の住宅借入金等特別控除を受けられる場合があります。 

 詳しくは下記までお問い合わせください。 

 

 お問い合わせ先  

 

・登録免許税（国税） ・・・  土地や家屋の各種登記などをする方が納める税金です。 

 

  千葉地方法務局       （０４３）３０２－１３１２ 

 

・不動産取得税（県税） ・・・ 土地や家屋を取得した方が都道府県に１度だけ納める税金です。 

→各県税事務所で管轄地域が決まっておりますので、県税事務所 HP からお調べください。 

 

  千葉県中央県税事務所    （０４３）２３１－２３２１ 

  千葉県千葉西県税事務所   （０４３）２７９－７１１１ 

 

・所得税（国税） ・・・・・・ 住宅借入金等特別控除等の申告。 

 

  千葉東税務署        （０４３）２２５－６８１１ 

  千葉西税務署        （０４３）２７４－２１１１ 

  千葉南税務署        （０４３）２６１－５５７１ 

 

 

固定資産税・都市計画税についてのお問い合わせは 

市税事務所資産税課へ 
 

中央区・若葉区・緑区に家屋をお持ちの方 

   東部市税事務所 資産税課 家屋班 

         〒２６４－８５８２ 若葉区桜木北２－１－１ 

                   若葉区役所内 

              ＴＥＬ（０４３）２３３－８１４５ 

 

花見川区・稲毛区・美浜区に家屋をお持ちの方 

   西部市税事務所 資産税課 家屋班 

         〒２６１－８５８２ 美浜区真砂５－１５－１ 

                   美浜区役所内 

              ＴＥＬ（０４３）２７０－３１４５ 

 

２０２６０４ 


